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栃高体連「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」改訂版 

令和３年４月 22 日 

栃木県高等学校体育連盟 

１ 本連盟主催大会等の開催に当たっての基本的な考え方について 

本連盟主催大会等の開催に当たっては、各専門部及び各高等学校に係るすべての関係者が安全確

保と危機管理への高い意識を持ち、生徒の安全を最優先とし感染拡大予防に努める。 

開催判断の条件を以下事項とする。 

 

① 加盟校において、部活動を含め、通常の学校教育活動が実施・展開されていること。 

② 加盟校の部活動において、大会参加に必要な練習期間（目安４週間）が確保できていること。 

③ 本連盟の感染拡大予防ガイドライン（総論および各競技別）に示された大会運営が可能で 

あること。 

 

２ 栃高体連主催大会等開催・実施時の感染防止策について 

（１）参加申込時の対応 

   開催基準要項に以下の内容を記載すること 

    

16 安全管理 

大会期間中における安全対策及び緊急時の対応については、栃高体連「危機管理マニュアル」

に則り適切に対応する。また、新型コロナウイルス感染拡大予防に関しては、栃高体連「新型

コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に則り、感染予防対策を講じる。 

  

大会等参加申込に関して、各学校顧問を通じて以下の内容を周知徹底する。 

１）以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。 

  ① 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

  ② 同居家族等に感染が疑われる方がいる場合 

③ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている地域等への渡航

又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

２）マスクを持参すること（受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際には

マスクを着用すること）。 

 ３）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

 ４）他の参加生徒、顧問等、役員等との距離（できるだけ２ｍ以上・最低１ｍ）を確保すること。 

 ５）大会等実施中に大きな声で会話、応援等をしない。 

 ６）更衣室等での３密は避けること。 

７）食事や集団での移動の際の３密を避けること。 

 ８）感染防止のために運営責任者が決めたその他の措置の遵守、運営責任者の指示に従うこと。 

９）大会等終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者（栃高体連 

事務局）に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 
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（２）当日の参加受付時の留意事項 

当日の受付時に参加生徒が密になることへの防止や、安全に大会等を開催・実施するため、以

下に配慮して受付事務を行う。 

１）受付場所には、手指消毒剤を設置すること。 

２）発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼びかける。 

（状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも考えられる。） 

３）人と人が対面する場所は、アクリル板、透明ビニールカーテンなどで遮蔽すること。 

４）参加生徒が距離をおいて並べるように目印の設置等と行うこと。 

５）受付を行う役員等には、マスクを着用させること。 

６）現金の授受等をする場合はトレーを用い、直接手が触れないようにする。 

（３）大会等参加生徒への対応 

 １）体調の確認 

   大会等当日に、各顧問は参加に際し、以下の事項を確認する。 

 ① 大会等当日の体温 

  ② 大会等前２週間における以下の事項の有無 

   ア 平熱を超える発熱 

   イ 咳（せき）、のどの痛みなどの風邪の症状 

   ウ だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難） 

   エ 嗅覚や味覚の異常 

   オ 体が重く感じる、疲れやすい等 

   カ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無 

   キ 同居家族等に感染が疑われる方がいる場合 

   ケ 過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ

の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

 ２）マスク等の準備 

各競技専門部は、参加生徒がマスクを準備しているか確認する。なお、運動・スポーツ中のマ

スクの着用は参加者等の判断によるもの（※）とするものの、参加の受付、着替え、表彰式等の

運動・スポーツを行っていない間、特に会話する時には、マスクの着用を求める。 

※ マスクを着用して運動やスポーツを行った場合、十分な呼吸ができず人体に悪影響を及ぼす

可能性があることや、熱放散が妨げられることで熱中症のリスクが高くなることに留意するこ

と。また、息苦しさを感じた時はすぐにマスクを外すことや休憩を取る等、無理をしないこと

についても留意すること。 

３）大会等参加前後の留意事項 

大会等に参加生徒及び各顧問は、大会等の前後のミーティングにおいても、三つの密を避ける

こと、会話時にマスクを着用するなどの感染対策に十分に配慮すること。 

（４）各競技専門部が準備等すべき事項 

 １）手洗い場所 

各競技専門部は、参加生徒が大会等開催・実施の間に手洗いをこまめに行えるよう、以下に配

慮して手洗い場所を確保すること。 
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① 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること。 

② 「手洗いは 30秒以上」等の提示をすること。 

③ 参加生徒にマイタオルの持参を求める。布タオルや手指を乾燥させる設備については使用し

ないようにすること。 

④ 手洗いが難しい場合は、アルコール等の手指消毒剤を用意すること。 

 ２）更衣室・休憩・待機スペース 

更衣室、休憩・待機スペースは感染リスクが比較的高いと考えられること留意すること。 

各競技専門部は、運動・スポーツを行うための服装に着替える更衣室や、一時的な休息をする

ための休憩スペース、参加生徒等が参加前の確認を受ける待機スペース（招集所）について以下

に配慮して準備すること。 

① 広さにゆとりを持たせ、他の参加生徒と密になることを避けること。 

② ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する参加生徒の数を制限する等の措置を

講じること。 

  ③ 室内又はスペース内で複数の参加生徒が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロッカー取手、

テーブル、椅子等）については、こまめに消毒すること。 

④ 換気扇を常に回す、換気用の小窓を開ける等、換気に配慮すること。 

 ３）洗面所（トイレ） 

競技を行う際に利用する洗面所（トイレ）について、感染リスクが比較的高いと考えられるこ

とを踏まえ、以下に配慮して管理すること。 

① トイレ内の複数の参加生徒が触れると考えられる場所（ドアノブ、水洗トイレのレバー等）

については、こまめに消毒すること。 

  ② トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること。 

  ③ 手洗い場には石鹸（ポンプ型が望ましい）を用意すること。 

  ④ 「手洗いは 30秒以上」等の提示をすること。 

  ⑤ 参加生徒にマイタオルの持参を求める。布タオルや手指を乾燥させる設備については使用し

ないようにすること。 

  ⑥ 手洗いが難しい場合は、アルコール等の手指消毒剤を用意すること。 

 ４）観客の管理 

大会等に観客が入る場合には、観客同士が密な状態とならないよう、必要に応じ、あらかじめ

観客席の数を減らすなどの対応をとること。また、大声での声援を送らないことや会話を控える

こと、会話をする場合にはマスクを着用すること等の留意事項を周知すること。また、こうした

対策や対応の内容について、参加者等への周知徹底を図ること。 

 ５）大会等会場 

大会等を室内で実施する場合には、換気の悪い密閉空間とならないよう、十分な換気を行う。 

具体的には、換気設備を適切に運転することや、定期的に窓を開け外気を取り入れる等の換気

を行う。 

（５）参加生徒が運動・競技を行う際の留意点 

各競技専門部は、大会等の参加生徒・観客に対し、以下の留意点や遵守すべき内容を周知・徹

底すること。 

 １）十分な距離の確保 

運動・競技の種目に関わらず、運動・競技をしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲
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の人となるべく距離（※）を空けること。 

強度が高い運動・競技の場合は、呼気が激しくなるため、より一層距離を空ける必要があるこ

と。また、水泳時などでマスクをしていない場合には、十分な距離を空けるように特に留意をす

る必要があること。 

（※）感染予防の観点からは、少なくとも２ｍの距離を空けることが適当である。 

 ２）位置取り 

走る・歩くにおいては、前の人の呼気の影響を避けるため、可能であれば前後一直線に並ぶの

ではなく、並走する、あるいは斜め後方に位置取ること。 

 ３）その他 

① 運動・競技中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと。 

② タオルの共用はしないこと。 

③ 飲食については、周囲の人となるべく距離をとって対面を避け、会話は控えめにすること。

また、取り分けや飲み回しはしないこと。 

  ④ 飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外（例えば走路上）に捨てないこと。 

（６）参加生徒又は部顧問（関係指導者）の感染が判明した場合の対応 

１）大会前 

① 感染者あるいは濃厚接触者と特定された者の参加は認めない（休校や学級閉鎖などの措置に

より、大会当日に登校を許可されていない生徒の参加は認めない）。 

② 団体競技においては、参加申込後の選手変更を認める。 

③ 個人競技においては、欠場とする。 

２）大会期間中 

① 大会に参加する全ての者（参加生徒・顧問・役員等会場内に入る者）は、必ず当日の朝、自

宅で検温を行い、37.5℃未満であることを確認すること。 

② 特に参加生徒については、引率責任者が責任をもって体調を確認する。（当連盟健康確認シ

ートの利用にあたっては、大会終了後書面を本部に提出すること。） 

③ 大会中に発熱等の症状を訴える者を確認した場合は、保護者の迎えを依頼するとともに、大

会本部と協議の上、対応を決定すること。 

３）大会後 

  ① 感染者の所属する学校や行政機関の指示に従うこと。 

  ② 当該の専門部は、速やかに事故報告書を高体連事務局へ提出し、大会当日に会場内にいたす

べての者に連絡すること。 

なお、このほか陽性者や濃厚接触者、疑似症状のある者等に対する参加可否については、別添の

「参加可否判断」に基づき対応する。 

（７）その他の留意事項 

１）会場への移動等は各学校で責任をもって集団感染のリスク（３密の条件）を避けること。 

２）今後、社会情勢が大きく変化し、通常の社会生活に戻るなどした場合の対応は、上記の限りで

はない。 

３）本ガイドライン及び各競技団体のガイドライン等では不明確な部分については、事前に各競技

団体や上位団体に確認の上、対応すること。 
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新型コロナウイルス感染症対策 

令和３年度栃木県高等学校体育連盟主催事業における 「参加可否判断」 について 

 

１ 感染者への対応 

大会開催日の１４日前の時点もしくはそれ以降に、ＰＣＲ検査もしくは抗原検査で

陽性反応があった場合、感染者および濃厚接触者は参加を辞退する。 

２ 濃厚接触者への対応 

保健所から濃厚接触者と認められた場合、１４日間にわたり健康状態を観察する期

間を経過し、症状が出ていない場合は参加・出場を認める。 

３ 感染疑い者（体調不良〔例：発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚異常など〕の

症状があり、ＰＣＲ検査もしくは抗原検査で「陰性」であった者、または医療機関を

受診しなかった者）への対応 

大会開催日の１４日前の時点もしくはそれ以降に感染疑い症状が発症していた場合、

インフルエンザ等の新型コロナウイルス以外の感染症のリスクもある為、原則当該選

手は参加を辞退する。 

但し、次のＡおよびＢの両方の条件を満たしている場合、参加・出場を認める。 

Ａ．感染疑い症状の発症後に少なくても８日が経過している（８日が経過してい

る：発症日を０日として８日間のこと）。 

Ｂ．薬剤を服用していない状態で、解熱後および症状消失後に少なくても 72 時間

が経過している。 

 

 

参考： 公益財団法人日本スポーツ協会 国民体育大会開催における新型コロナウイル

ス感染拡大防止に関する基本方針 第１版 2020/10/15 

 

※ 今後の感染状況や専門機関により示された知見・方針等に応じて、見直しや更新

を行う。 

 

別添 
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感染拡大防止に係る高体連主催事業等の開催タイムライン 

１か月前 

まで 

□ 期日・会場等、当初予定に変更が生じた場合は事務局宛て報告 

□ 開催１か月前＋２営業日を期限として開催関連資料４点セットを提出する 

【大会要項・ＥＡＰ・フロー図・事故防止確認シート】 

※ ＥＡＰ作成に際しては、大会の都度、必ず救急医療体制等の確認を行う 

（関係医療機関の状況、施設のＡＥＤ設置状況・避難経路など） 

□ 加盟校宛て募集要項の配布を行い、期日を定め参加申込手続きを進める 

□ 施設利用調整（利用申請・打合せ、感染拡大防止に関する事項の確認など） 

４週間前頃 

～１週間前

まで 

□ 感染拡大防止に係る対策の準備（３密回避対応、消毒・換気等の計画準備） 

□ 開催告知（要項・感染拡大防止策をホームページ等掲載により周知） 

１週間前頃 
□ 施設利用再確認（管理者への連絡・最終調整） 

□ 救急医療体制の再確認（地域における直近の医療体制状況を確認） 

大会当日 

□ 事前の計画に沿って感染拡大防止の対策を適切に講じながら運営 

□ 各顧問へ「健康確認シート」記録の指示 

 ※ 毎朝「健康確認シート」内容に基づき顧問が参加生徒の健康確認を実施 

□ 最終日大会終了時に各加盟校顧問から「健康確認シート」を受領 

終了後 

□ 事務局へ結果報告【大会結果報告書】 

□ 各加盟校顧問から提出された「健康確認シート」を大会終了後１か月以上 

（感染者・濃厚接触者が後日確認された際などに備え）保管しておく 

□ 危機管理委員会にて提出 

【ＥＡＰ・安全対策チェックリスト・事故防止確認シート】 

 

補足資料１ 
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健康確認シートの利用の流れについて 

 生徒用 役員・顧問用 

対象 

○ 選手・マネージャーなどすべての参

加生徒 

○ 生徒を除くすべての参加者 

（役員・顧問以外の外部者等も当シー

トを活用して健康確認を行う） 

利
用
の
流
れ 

開催 

通知時 

① 専門部は事前にすべての参加者が「健康確認シート」を提出する必要がある

ことを周知しておく。 

大会前 ② 顧問は生徒へ事前に「健康確認シー

ト」を配布する。 

③ 生徒は基本情報を記入し、参加同意

書として保護者の自筆署名を受けて

おく。 

○ 回収（提出受領）に当たっては、

運営の実態等に応じて以下ａ・ｂい

ずれかの方法を選び行う。 

ａ．毎日受付にて提出いただく 

ｂ．生徒と同様に最終日に取りまとめ

て提出いただく 

大会 

初日朝 

④ 生徒は自宅で初日分の健康状態・検

温結果を記録し、大会会場に持参して

顧問へ提出する。 

⑤ 顧問は提出されたシートの内容を

確認し、一時保管する。 

○ 毎日の提出を求める場合は、役員

受付等にて提出いただく。持参いた

だかなかった方のために記入所を設

ける場合は、密にならないよう場の

設定に注意する。 

大会 

２日目 

以降 

⑥ 顧問は大会会場にて毎朝、提出済み

のシートを活用し、生徒の健康確認を

行う。 

（同上） 

大会 

最終日 

⑦ 顧問は大会会場にて朝、提出済みの

シートを活用して健康確認を実施し、

参加した日程すべての記録が完了し

たことを確認して専門部へ提出する。 

○ 専門部は、大会終了時までにすべ

ての参加者の記録済みシートを回収

する。 

終了後 ⑧ 専門部は提出を受けたシートを大会終了後１か月以上保管しておく。 

 

補足資料２ 
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